
 感染症対策を徹底した上でサービスを提供するために必要な経費を支援します

 対象事業所︓令和２年４⽉１⽇以降に感染症対策を徹底した上で、サービスを提供する
ためにかかり増し経費が発生した施設・事業所

 上限額︓ サービス毎に設定しています

 対象経費︓ 感染症対策に要する物品購入、外部専門家等による研修実施、感染発生時
対応・衛生⽤品保管などに使える多機能型簡易居室の設置などに要する経費

 サービスの利⽤再開に向けた利⽤者への働きかけや環境整備を支援します

 対象事業所︓令和２年４⽉１⽇以降にサービス利⽤休⽌中の利⽤者へ利⽤再開のための
⽀援を⾏った相談⽀援事業所、在宅サービス事業所

 助成額︓ １利⽤者当たり 1,500円〜2,500円

１．在宅サービス事業所による利⽤者への再開⽀援への助成

 対象事業所︓令和２年４⽉１⽇以降に感染防⽌のための環境整備を⾏った相談⽀援事業所、
在宅サービス事業所

 上限額︓ ２０万円

２．在宅サービス事業所における環境整備への助成

 職員の皆さまに慰労⾦を支給します

 対象者︓ 対象期間に障害福祉サービス施設・事業所に通算１０⽇以上勤務し、
利⽤者と接する職員

 ⼀⼈当たりの⽀給額︓２０万円 または ５万円
※対象期間︓３⽉13⽇から６⽉30⽇までの間
※複数の事業所で勤務した場合は、勤務⽇数を合算して計算します。
※事業所には、⼀部の地域生活⽀援事業（注）を実施する事業所も含みます。

（注）地域活動⽀援センター、⽇中⼀時⽀援、盲⼈ホーム、福祉ホーム、移動⽀援事業、訪問入浴サービス、
障害者相談⽀援事業、基幹相談⽀援、盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業

お問合せ先

上記の各申請⽅法については、裏⾯をご参照ください。

新型コロナウイルス感染症対策を⾏う障害福祉サービス施設・事業所等
障害福祉サービス施設・事業所等で働く皆さまへ

〜「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付⾦」（障害福祉サービス等分）のご案内〜

【受付時間】
8月、11〜3月 （平日）9：00〜18：00
9月、10月 （平日）9：00〜19：00（土日祝日）9：00〜18：00

佐賀県慰労金・支援金コールセンター

電話番号 0952-41-2300
ファックス 0952-41-2301



申請方法
１.支援の対象経費などについて確認

（１）感染対策防止・サービス再開に向けた支援
 佐賀県のホームページなどで⽀援の対象経費について確認し、申請額を積み上げます。

※令和２年4月1⽇から令和３年３月31⽇までにかかる費⽤が対象となるので、⽀出済の費⽤だけではなく、
申請⽇以降に発生が⾒込まれる費⽤も合わせて、概算額で申請することも可能です。また、領収証等の証
拠となる書類を保管しておいてください。

（２）慰労⾦の支給
 利⽤者と接する職員で、対象期間に10⽇以上勤務した人を特定した上で、慰労⾦の代理申請・受領の

委任状を徴集します。委任状は施設・事業所で保管します。
 その際、派遣労働者、業務委託受託者の従事者についても、派遣会社・受託会社と相談して、対象と

なる業務に10⽇以上勤務している職員の⼀覧を提出してもらうことなどにより、慰労⾦の対象者を特
定した上で、慰労⾦の代理申請・受領の委任状を徴集します。委任状は、施設・事業所で保管します。
※派遣労働者、業務委託受託者の従事者も、利⽤者との接触を伴い、かつ、継続して提供が必要な業務を⾏う
場合は、慰労⾦の対象となります。

※退職された⽅も含め、⽀給は原則事業所経由となります。⽀給希望者は、現在の勤務先または最後に勤務さ
れていた勤務先にご相談ください。事業所が廃業しているなど、上記が困難な⽅については、佐賀県に御相談
ください。

２.交付申請書を作成
 次ページを参照して、所定の様式により、申請書などを作成します。

３.交付申請
 申請書などの提出は、佐賀県国⺠健康保険団体連合会（以下、国保連）に、電子請求受付システムに

よるインターネット申請により⾏います。
 債権譲渡を⾏っている事業所や国公⽴の事業所、地域生活⽀援事業所などは、県に直接申請します。

※国保連による申請書受付は、令和２年１２月までとなります。以降のかかり増し経費の申請については、
県にお問い合わせください。

４.都道府県で確認後、交付
 県が申請内容を確認後、国保連から補助⾦・慰労⾦が交付されます。
 慰労⾦については、対象となる職員へ給付してください。

※慰労⾦は非課税所得となります。給与等とは別で振り込むことなどにより、源泉徴収しないように注意し
てください。

※派遣労働者や業務委託受託者の従事者への給付は、事業所・施設と派遣会社･受託会社の調整により、
事業所・施設からでも、派遣会社･受託会社からでも、どちらでも構いません。

５.実績報告
（１）感染対策防止・サービス再開に向けた支援 ※概算額での交付の場合に限ります
 概算額で申請し、補助⾦の交付を受けた場合、⽀出実績が補助⾦額を超えた際、または実績報告の期

限（令和3年4⽉中旬ごろ）が到来した際、県に対して、所定の様式により実績報告を⾏います。なお、
実績報告時に支出実績が補助⾦額に満たなかった場合は、県に対し精算を⾏います。

（２）慰労⾦の支給
 慰労⾦の⽀給後１ヶ⽉以内を目処に県に対して、所定の様式により実績報告を⾏いますので、申請・

給付に関する証拠書類を⼤切に保管してください。なお、実績報告時に支出実績が交付額に満たな
かった場合は、県に対し精算を⾏います。

佐賀県慰労⾦・⽀援⾦コールセンター 電話番号 ０９５２－４１－２３００

お問合せ先



申請書等の記載・提出方法

 申請時に必要な書類は、申請書および様式
１〜３です。

 佐賀県ホームページからダウンロードしてくだ
さい。

https://www.pref.saga.lg.jp/kiji00375976/index.html

 Excelファイル名は、代表となる事業所の事
業所番号に変更してください。

1.申請書および事業計画書の入手方法

「申請書」

「様式２ 個票」

 障害福祉サービス等報酬の請求時期と重ならないようにするため、申請受付期間は、毎月15⽇から月末
までの間となります。

 受付は原則、電子請求受付システムによるインターネット申請により⾏いますが、インターネット申請
に対応できない場合は、事前に国保連へご相談ください。 電話番号 0952-26-4302

「様式１ 事業所・施設別申請額⼀覧」

「様式３ 障害福祉慰労⾦受給職員表」

２.提出に当たっての留意事項（提出先が国保連の場合）

　　令和 年 月 日

殿

　標記について、次により交付金を交付されるよう関係書類を添えて申請する。

千円

（内訳）

千円
千円
千円
千円

再開支援への助成事業

千円

（添付書類）
１　事業所・施設別申請額一覧（様式１）
２　新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金（障害分）に関する事業実施計画書
　　（事業所単位）（様式２）
３　障害福祉慰労金受給職員表（法人単位）（様式３）

令和２年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金（障害分）に係る交付申請書

2-2．感染症対策を徹底した上での障害福祉サービス提供支援事業（多機能型簡易居室分に限る）

（都道府県）知事

（法人名）
（役職・代表者名）

3．在宅サービス、計画相談支援及び障害児相談支援事業所による利用者への

4．在宅サービス、計画相談支援及び障害児相談支援における環境整備への助成事業

　　申　請　額　：　

1．障害福祉慰労金事業
2-1．感染症対策を徹底した上での障害福祉サービス提供支援事業（多機能型簡易居室分を除く）

障害福祉慰労金

20万円

対象者の

有無

感染対策費用

助成事業

（多機能型居室

を除く。）

感染対策費用

助成事業

（多機能型居室

に限る。）

個別再開支援

助成事業

再開環境整備

助成事業
合計

1

2

3

No. 事業所番号事業所・施設名 サービス種別 住所
代表となる
法人名

審査

結果
電話番号

補助予定額（千円）

事業所番号 事業所・施設の名称 施設区分 対応区分

他の施設等との

期間通算がある

場合その施設名

委任状の

有無

他法人で

の慰労金

の申請の

有無

業務委託

による

従事者

重複

申請者

確認用

支払年月日

（西暦）
支払金額

1
2
3

支払い実績確認事項

本人の住所

主たる勤務先

慰労金

(万円)
氏名（漢字） 氏名（全角カナ） 生年月日（西暦）

分類



Q1 感染対策の支援、慰労⾦の支給の対象サービスを具体的に教えてください。

A1 感染対策の⽀援は、障害者総合⽀援法及び児童福祉法に規定する障害福祉サービス等が対象
です。加えて、慰労⾦の⽀給は、障害者総合⽀援法の地域生活⽀援事業(注)の⼀部も対象です。

（注）地域活動⽀援センター、⽇中⼀時⽀援、盲⼈ホーム、福祉ホーム、移動⽀援事業、訪問入浴サービス、
障害者相談⽀援事業、基幹相談⽀援、盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業

Q3 慰労⾦の対象者について具体的に教えてください。

A3 以下のフローチャートをご覧ください。なお、職種による限定はしていません。

Q2 感染対策の支援について、どのような費⽤が対象となりますか。

A2 令和2年4⽉1⽇から令和3年3⽉31⽇までにかかる以下のような費⽤が対象となります。
詳細は、県にお問い合わせください。

【対象経費の例】
衛生⽤品等の感染症対策に要する物品購入、外部専門家等による研修実施、（研修受講等に要する）旅費・
宿泊費、受講費⽤等、 多機能型簡易居室の設置等、消毒費⽤・清掃費⽤、 感染防⽌のための増員のため発生
する追加的⼈件費や職業紹介⼿数料、 ⾃動⾞・⾃転⾞の購入⼜はリース費⽤、ＩＣＴ機器の購入またはリー
ス費⽤（通信費⽤を除く）、普段と異なる場所でサービスを実施する際の賃料・物品の使⽤料職員の交通費、
利⽤者の送迎に関する費⽤

Q4 慰労⾦の支給の要件である「利⽤者と接する」とはどこまで含まれるので
しょうか。

A4 利⽤者との接触とは、身体的接触に限られるものではなく、対⾯する、会話する、同じ空
間で作業する場合も含まれます。利⽤者がいる建物から離れた別の建物に勤務し、物理的に
利⽤者に会う可能性が全くないような場合は対象となりません。なお、最終的な判断は都道
府県が⾏うこととなりますが、⼀義的には各事業者で判断いただくことになります。

Q5 施設・事業所をすでに退職している職員の場合、どのように申請すればよ
いでしょうか。

A5 原則として、勤務されていた施設・事業所を通じて申請してください。勤務していた施
設・事業所を通じた申請が難しい場合は、勤務していた施設・事業所の勤務証明など必要な書
類を揃えた上で、勤務していた施設・事業所が所在する都道府県へ、直接申請いただくことに
なります。

Q6  国保連からの振込の場合、どの口座に振り込みされますか。
A6 国保連からの障害福祉サービス等報酬の振込⽤に登録されている口座に振り込まれます。

Q&A

（※※）対象期間：当該都道府県における新型コロナウイルス感染症患者１例目発生日または受入日（★）のいずれか早い日
（佐賀県の場合は、３／１３）から６／３０までの間
★ チャーター便やクルーズ船「ダイヤモンドプリンセス号」から患者を受け入れた日を含む。


